
別記様式４ 

「伊勢崎市高齢福祉施設個別施設計画（案）」に関する 

パブリックコメント手続の結果 

 

 意見の募集期間  令和 ７ 年 ２ 月 ３ 日  ～  令和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 

 意見の提出者数   １４人 

 意見の件数   ２０件 

 意見の要旨の数     ６件 

 担当部課   長寿社会部 高齢政策課 

    電話   ０２７０- ２７- ２７５２（内線 ２１７３ ） 

    ファックス ０２７０- ２５- １４００      

    電子メール f-kourei@city.isesaki.lg.jp 

 

 「伊勢崎市高齢福祉施設個別施設計画（素案）」に関するパブリックコメント手続を令和７ 

年２月３日から令和７年３月４日まで実施し、１４人の方から２０件のご意見・ご提案をい

ただきました。 

 お寄せいただいたご意見等の要旨とそれに対する市の考え方について次のとおり公表しま

す。 

 

  寄せられたご意見等の要旨とそれに対する市の考え方について次のとおり公表いたします。 

 

１  境社会福祉センター  についての意見等 

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

１ 地域の高齢者の交流の場である境社会福祉

センターに通うことで、健康に過ごすことがで

きている人も多いと思います。利用している人

が困らないよう、施設を廃止しないでくださ

い。 

 

（同趣旨の意見等  １２  件） 

 

高齢者の「居場所」として親しまれているこ

とは承知しています。一方で、高齢者の生活様

式の多様化等により、利用者の減少及び固定化

が進んでいることや、施設の老朽化により維持

コストの更なる増加が見込まれています。本市

全ての施設をそのまま存続することが難しい

財政状況の中、市民サービスへの影響に配慮し

ながら、限られた市の財源を活用し、市民全世

代のニーズに対応していく必要があるため、代

わりとなる交流の場を確保のうえ、廃止が適切

だと考えます。 

 代わりとなる交流の場においては、健康増進

や社会参加に資する事業を実施しますので、新

たな居場所になると考えています。 

 また、新たに新設することは、公共施設縮減

の観点から想定しておりません。 

 

２ 

 

 

 

 

 

入浴施設は小さくていいので、境社会福祉セ

ンターを新築してほしい。または、今の施設を

リフォームしてください。境から保健所もなく

なり支所も小さくなり、合併して良いことがな

い。 
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境社会福祉センターは、年間利用者が１４，

０００人以上あり、近隣の入浴施設（みやまセ

ンター）へ移動することは不可能です。 

 

（同趣旨の意見等  １  件） 

施設利用者の交通手段等を確認し、入浴を希

望する方を対象とした移動支援を今後検討し

てまいります。 

 

 

４ 境社会福祉センターを廃止とする意見をし

た、あり方検討委員会の人選を該当施設に身近

な人になってもらいたい。 

 

 

貴重な御意見として参考にいたします。 

 

 

２  福祉交流館しまむら  についての意見等 

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

１ 島村は伊勢崎市の端にあり、市のいろいろな

行事等に参加しにくい地域です。地域の人たち

が気軽に交流できる場所として福祉交流館し

まむらを存続してください。 

 

 

（同趣旨の意見等  １ 件） 

本市全ての施設をそのまま存続することが

難しい財政状況の中、市民サービスへの影響に

配慮しながら、限られた市の財源を活用し、市

民全世代のニーズに対応していく必要がある

ため、廃止が適切だと考えます。 

 

 

 

 

３  計画全体  についての意見等 

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

１ 統合に向け進めているので良いと思います。

賛成です。 

 

本市全ての施設をそのまま存続することが

難しい財政状況の中、市民サービスへの影響に

配慮しながら、限られた市の財源を活用し、市

民全世代のニーズに対応していく考えです。 

 

 

 

 

 

 

 


